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アジア の窓

　
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
に
自
動
車

の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
関
税
を
二
〇
％
か
ら
五
％
に
引
き

下
げ
た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
自
由
貿
易
地

域
（
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
と
い
う
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
一
九
九
三
年
か
ら

作
っ
て
き
た
。
最
初
は
、
二
〇
〇
八
年
に
実
現
す
る
計

画
だ
っ
た
が
、
二
度
予
定
を
早
め
て
二
〇
〇
二
年
（
一

部
品
目
を
除
く
）
に
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
ほ
ぼ
完
成
さ
せ
た
。
そ

の
中
で
最
大
の
障
害
と
な
っ
て
き
た
の
が
マ
レ
ー
シ
ア

の
自
動
車
保
護
政
策
だ
っ
た
。
マ
レ
ー
シ
ア
は
国
産
車

育
成
を
進
め
て
お
り
、
三
菱
自
動
車
が
協
力
し
た
プ
ロ

ト
ン
と
ダ
イ
ハ
ツ
が
協
力
し
て
い
る
プ
ロ
ド
ュ
ア
と
い

う
二
社
の
国
営
メ
ー
カ
ー
が
国
産
車
を
生
産
し
て
い

る
。
国
産
車
は
国
内
で
は
市
場
シ
ェ
ア
が
大
き
い
が
、

そ
の
背
景
に
は
政
府
の
保
護
政
策
が
あ
っ
た
。

　
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
は
、
自
動
車
を
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
関
税

引
下
げ
の
例
外
と
し
て
き
た
が
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
引

下
げ
を
始
め
、
二
〇
〇
五
年
に
自
由
化
対
象
品
目
と
し

て
自
動
車
の
域
内
関
税
を
二
〇
％
に
引
下
げ
、
二
〇
〇

八
年
一
月
に
関
税
率
を
五
％
に
引
下
げ
る
こ
と
に
し

た
。
今
回
の
措
置
は
予
定
を
二
年
前
倒
し
し
た
こ
と
に

な
る
。
た
だ
し
、
二

〇
〇
四
年
に
物
品
税

を
導
入
し
て
い
る
。

　
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
通
常
関

税
を
撤
廃
す
る
も
の

だ
が
、
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は

五
％
以
下
に
引
下
げ

る
こ
と
を
目
標
と
し

た
。こ
れ
は
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
が
開
発
途
上

国
で
あ
る
た
め
、
特

別
扱
い
（
授
権
条
項
と
い
う
）
が
認
め
ら
れ
る
た
め
で

あ
る
。
関
税
を
撤
廃
す
る
の
は
二
〇
一
〇
年
（
た
だ

し
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
新
規
加
盟
四
カ
国
は
二
〇
一
五

年
）
で
あ
る
。
五
％
と
い
う
当
初
目
標
の
達
成
を
「
自

由
化
」
と
す
る
と
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（
先
発
六
カ
国
）
は

九
八
％
を
自
由
化
し
て
い
る
。
マ
レ
ー
シ
ア
が
自
動
車

を
自
由
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
例
外
は
米
な
ど
一
部
農

産
品
だ
け
に
な
っ
た
。

　
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
専
門
家
に
評
判
の
悪
い
Ｆ
Ｔ
Ａ
だ
っ

た
。Agree  First  Talk  After

（
合
意
を
す
る

が
後
は
お
し
ゃ
べ
り
）
、Another  Futile  Trade

Area

（
も
う
一
つ
の
不
毛
貿
易
地
域
）
の
略
と
言
わ
れ

て
い
た
し
、
日
本
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
研
究
者
も
「
合
理
性

が
な
く
、
実
効
性
が
乏
し
い
」
と
評
価
し
て
い
る
。

　
た
し
か
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
域
内
貿
易
比
率
は
二
〇

％
台
前
半
と
五
〇
％
を
超
え
る
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ
（
北
米
自

由
貿
易
地
域
）
に
比
べ
る
と
低
い
。
し
か
し
、
Ａ
Ｆ
Ｔ

Ａ
を
利
用
し
た
域
内
貿
易
は
着
実
に
増
加
し
て
い
る

し
、
自
動
車
の
域
内
相
互
輸
出
な
ど
新
し
い
動
き
が
始

ま
っ
て
い
る
。

　
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
モ
ノ
の
進
め
方
は
、「
ギ
チ
ギ
チ
に

決
め
る
の
で
は
な
く
多
少
の
自
由
（
例
外
）
も
認
め
、

時
間
を
か
け
、
無
理
を
せ
ず
、
段
階
的
に
実
施
す
る
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
極
め
て
多
様
で
経
済
格
差
が
大

き
い
国
々
が
対
立
を
避
け
な
が
ら
協
力
を
し
て
い
く
た

め
の
知
恵
と
い
え
る
。
一
方
で
、「
総
論
賛
成
・
各
論

反
対
」
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
自
動
車

物
品
税
の
よ
う
な
「
抜
け
穴
」
が
作
ら
れ
、
実
効
性
を

欠
く
と
の
批
判
を
招
く
原
因
と
も
な
っ
て
き
た
。
日
本

の
Ｆ
Ｔ
Ａ
も
農
業
で
は
多
く
の
例
外
を
設
け
て
お
り
、

理
想
的
な
Ｆ
Ｔ
Ａ
は
難
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日

本
よ
り
経
済
的
条
件
が
困
難
な
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
着
実
に

Ｆ
Ｔ
Ａ
を
実
現
し
て
き
た
こ
と
は
高
く
評
価
す
べ
き
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
（
石
川
幸
一
・
ア
ジ
ア
研
究
所
教
授
）

※
第
二
十
六
回
公
開
講
座
の
ご
案
内

　
「
中
国
の
台
頭
を
ア
ジ
ア
は
ど
う
み
る
か
」
を
テ
ー

マ
と
し
て
、
六
月
三
日
よ
り
毎
週
土
曜
日
（
午
後
二
時

〜
四
時
）
に
公
開
講
座
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

○
六
月
三
日
、「
中
国
経
済
の
方
途
」、
小
林
熙
直
（
ア

　
ジ
ア
研
究
所
所
長
）

○
六
月
一
〇
日
、「
南
進
す
る
中
国
と
東
南
ア
ジ
ア
の

　
対
応
」、
石
川
幸
一
（
ア
ジ
ア
研
究
所
教
授
）

○
六
月
十
七
日
、「
強
ま
る
朝
鮮
半
島
へ
の
影
響
」、　

　
野
副
伸
一
（
ア
ジ
ア
研
究
所
教
授
）

○
六
月
二
十
四
日
、「
中
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
の
ゆ

　
く
え
」、後
藤
康
浩（
日
本
経
済
新
聞
社
論
説
委
員
兼

　
編
集
委
員
）

○
七
月
一
日
、「
し
た
た
か
な
対
応
を
み
せ
る
ベ
ト
ナ

　
ム
」、
木
村
哲
三
郎
（
元
本
学
国
際
関
係
学
部
教
授
）

◇
開
催
場
所
・
亜
細
亜
大
学
二
号
館
二
〇
〇
番
教
室

◇
受
講
料
・
三
、
〇
〇
〇
円
（
全
五
回
一
括
）
は
、
郵

　
便
振
替
に
て
、
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
〇
〇
一

　
〇
〇
―
六
―
五
九
七
七
二
へ
お
振
込
み
下
さ
い
。
振

　
り
込
み
時
の
「
受
領
証
」
と
引
き
換
え
に
『
受
講
証
』

　
を
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
は
じ
め
て
お
越
し
の
日
に

　
受
付
に
て
「
受
領
証
」
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。
な
お
、

　
振
り
込
み
用
紙
は
郵
便
局
備
え
付
け
の
も
の
を
ご
利

　
用
願
い
ま
す
。

◇
問
い
合
せ
先
・
亜
細
亜
大
学
学
務
課
　
電
話
〇
四
二

　
二
―
三
六
―
三
一
七
二

Ｆ
Ｔ
Ａ
の
先
頭
ラ
ン
ナ
ー
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

ア
ジ
ア
研
究
所
だ
よ
り


